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論壇
は
じ
め
に

親
族
扶
養
は
、
さ
れ
る
方
か

ら
す
る
方
へ
、
そ
し
て
、
再
び

さ
れ
る
方
へ
誰
も
が
避
け
て
通

れ
な
い
重
要
な
問
題
で
あ
る
。

か
つ
て
、
伝
統
的
に
家
族
間

の
問
題
で
あ
っ
た
扶
養
が
、
第

２
次
世
界
大
戦
を
経
て
大
き
く

公
的
扶
養
の
問
題
と
し
て
考
え

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
わ
け

て
も
、
世
帯
構
成
の
変
化
、
女

性
の
社
会
進
出
、
さ
ら
に
少
子

高
齢
長
寿
社
会
と
な
り
家
族
内

の
問
題
と
し
て
処
理
で
き
な
く

な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
状
況
に
あ
っ
て
、
依
然
と
し

て
明
治
の
扶
養
義
務
を
前
提
と

し
て
生
活
保
護
法
は
規
定
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
点
に

つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

１

扶
養
義
務
の
根
拠
、
内
容

親
族
扶
養
の
根
拠
に
つ
い
て

は
、
親
族
が
相
よ
り
相
扶
け
る

こ
と
は
自
然
の
人
情
で
あ
り
道

徳
上
の
義
務
で
あ
る
が
、
こ
れ

が
法
律
上
当
然
の
扶
養
義
務
と

し
て
、
認
め
ら
れ
る
根
拠
に
は

な
ら
ず
、
必
ず
し
も
明
確
に
さ

れ
て
は
い
な
い
（
注
釈
民
法

（

２３
）
親
族
昭
６０
）
。

扶
養
義
務
の
内
容
と
し
て
、

「
生
活
保
持
義
務
」
と
「
生
活

扶
助
義
務
」
の
２
つ
が
考
え
ら

れ
て
い
る
。
前
者
は
、
扶
養
す

る
こ
と
自
体
が
そ
の
身
分
関
係

の
本
質
的
不
可
分
的
要
素
で
、

相
手
方
の
生
活
を
扶
養
す
る
こ

と
が
自
己
の
生
活
を
保
持
す
る

も
の
、
す
な
わ
ち
同
一
水
準
ま

で
扶
養
す
る
義
務
（
一
杯
の
飯

も
分
け
与
え
る
べ
き
義
務
）
で

あ
り
、
後
者
は
、
一
方
が
何
ら

か
の
理
由
に
よ
り
生
活
不
能
と

な
っ
た
場
合
に
、
他
方
が
そ
の

者
の
生
活
を
支
持
す
る
こ
と
を

内
容
と
す
る
義
務
（
自
分
が
腹

を
満
た
さ
れ
れ
ば
余
り
を
分
け

与
え
る
義
務
）
で
あ
る
（
中
川

善
之
助
昭
３
）
。

明
治
民
法
で
は
、
直
系
血
族

・
兄
弟
姉
妹
・
配
偶
者
の
尊
属

と
そ
の
他
の
親
族
は
同
一
平
面

上
に
扶
養
義
務
の
順
位
を
付
け

て
並
べ
ら
れ
質
的
に
差
は
な
か

っ
た
こ
と
か
ら
、
中
川
理
論

は
、
前
者
は
後
者
よ
り
、
よ
り

水
準
の
高
い
義
務
で
あ
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
、
直
系
血
族
等

に
対
し
て
は
前
者
を
、
そ
の
他

の
親
族
に
対
し
て
は
後
者
を
適

用
さ
せ
、
扶
養
義
務
の
程
度
の

軽
減
を
図
る
役
割
を
果
た
し
た

の
で
あ
る
。

現
行
法
上
も
直
系
血
族
・
兄

弟
姉
妹
の
扶
養
義
務
は
存
続

し
、
そ
の
順
位
・
質
等
に
つ
い

て
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

か
ら
、
中
川
理
論
は
、
批
判
的

見
解
は
あ
る
も
の
の
（
内
田
貴

平

１７
）
、
現
在
も
民
法
上
、
生

活
保
護
法
上
通
説
と
し
て
重
要

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

夫
婦
に
つ
い
て
、
明
治
民
法

は
互
い
に
扶
養
を
な
す
義
務
を

負
う
（
明
民
７
９
０
）
と
し
つ

つ
も
、
婚
姻
費
用
は
夫
が
一
切

負
担
す
る
（
妻
戸
主
を
除
く
）

（
明
民
７
９
８
）
と
さ
れ
て
い

た
の
で
、
直
系
血
族
等
と
同
様

に
考
え
ら
れ
て
い
た
。
現
行
民

法
で
は
、
憲
法
２４
条
に
お
け
る

両
性
の
本
質
的
平
等
の
理
念
の

も

と

に
、
７
５
２
条

に

お

い

て
、
婚
姻
の
独
立
及
び
夫
婦
の

同
居
、
協
力
、
扶
助
と
い
う
婚

姻
関
係
の
基
本
原
理
が
示
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
規
定
振

り
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
な
お

通
説
は
、「
生
活
保
持
義
務
」
で

考
え
ら
れ
て
い
る
。

２

私
的
扶
養
と
公
的
扶
養

明
治
民
法
に
お
い
て
は
、
長

子
が
家
督
相
続
を
す
る
代
わ
り

に
親
の
扶
養
に
責
任
を
も
ち
、

配
偶
者
や
直
系
卑
属
の
扶
養
よ

り
優
先
す
る
こ
と
が
明
記
さ
れ

て
い
た
。

戦
後
、「
家
」
制
度
は
廃
止
さ

れ
た
が
、
直
系
血
族
、
兄
弟
姉

妹
の
扶
養
義
務
は
存
続
さ
れ

（
民
８
７
７
①
）
、
特
別
の
事
情

が
あ
る
と
き
は
、
３
親
等
内
の

親
族
間
に
お
い
て
も
、
基
準
規

定
が
な
い
ま
ま
家
庭
裁
判
所
に

権
限
が
与
え
ら
れ
、
扶
養
の
義

務
を
負
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
し
た
（
民
８
７
７
②
）
。

協
議
・
審
判
ま
で
は
、
扶
養

義
務
の
有
無
・
内
容
が
法
律
上

不
確
定
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
社

会
保
障
法
の
成
立
と
同
時
に
基

準
を
設
け
る
こ
と
が
早
く
か
ら

提
唱
さ
れ
て
い
た
（
沼
正
也
昭

３４
）
。
ま
た
、
我
妻
栄
教
授
ら
に

よ
っ
て
も
、
昭
和
３６
年
に
は
、

要
件
を
厳
格
化
し
た
う
え
、
公

的
扶
養
を
も
っ
て
私
的
扶
養
に

代
え
る
こ
と
を
理
想
と
す
る
考

え
が
出
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後

も
公
的
扶
養
の
必
要
性
は
種
々

論
じ
ら
れ
て
い
た
（
例
え
ば
渡

辺
洋
三
昭
４８
）
。
も
っ
と
も
、
近

年
に
お
い
て
も
子
に
「
生
活
保

持
義
務
」
を
課
す
べ
き
と
す
る

見
解
も
あ
る
（
米
倉
明
平
元
）
。

近
年
の
見
解
で
、
生
存
権
の

保
障
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
る

が
、
私
有
財
産
制
度
を
認
め
る

社
会
体
制
の
も
と
で
は
、
そ
こ

に
お
の
ず
と
限
界
が
あ
り
、
私

的
扶
養
を
公
的
扶
養
に
優
先
さ

せ
る
の
は
一
応
や
む
を
得
な

い
。
し
か
し
、
私
的
扶
養
の
範

囲
を
明
確
に
し
な
い
と
国
に
よ

る
生
存
権
の
保
障
が
不
十
分
に

な
り
、
家
族
に
負
担
が
か
か
り

す
ぎ
る
。
こ
の
点
を
明
確
に
し

た
う
え
で
の
公
的
扶
養
の
必
要

性
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
（
利
谷

信
義
平
１１
）
、
現
状
で
は
妥
当
で

あ
る
と
思
う
。

公
的
扶
養
と
し
て
経
済
面
は
、

憲
法
第
２５
条
に
基
づ
き
、
昭
和

２５
年
に
現
行
生
活
保
護
法
が
成

立
し
、
昭
和
３６
年
に
は
老
後
の

保
障
等
と
し
て
基
礎
年
金
制
度

が
導
入
さ
れ
た
。
な
お
、
介
護

に
対
し
て
は
、
平
成
１２
年
に
介

護
保
険
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。

３

私
的
扶
養
優
先
の
生
活
保
護
法

�

私
的
扶
養
優
先
の
原
則

生
活
保
護
法
は
、
最
低
の
生

活
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
が

①
資
産
能
力
活
用
の
原
則

②
民
法
に
定
め
る
扶
養
義
務
者

の
扶
養
及
び
他
の
法
律
に
定
め

る
扶
助
は
、
す
べ
て
こ
の
法
律

に
よ
る
保
護
に
優
先
し
て
行
わ

れ
る
も
の
と
し
て
、
保
護
の
補

足
性
、
私
的
扶
養
優
先
を
規
定

し
て
い
る
（
生
保
４
）
。

こ
れ
に
基
づ
き
、
配
偶
者
、

直
系
血
族
、
兄
弟
姉
妹
に
つ
い

て
は
、「
絶
対
的
扶
養
義
務
」
と

し
、
そ
の
他
の
親
族
は
、「
相
対

的
扶
養
義
務
」
と
区
別
し
て
い

る
。
ま
た
、
程
度
・
内
容
と
い

う
点
か
ら
は
、
夫
婦
間
、
親
の

未
成
熟
子
に
対
す
る
扶
養
は

「
生
活
保
持
義
務
」
、
そ
の
他
は

「
生
活
扶
助
義
務
」
と
す
る
中

川
理
論
で
考
え
ら
れ
て
い
る
。

近
年
は
、
民
法
上
の
扶
養
義

務
が
優
先
す
る
と
い
う
基
本
原

則
は
維
持
す
べ
き
も
の
の
、
社

会
常
識
や
実
効
性
の
観
点
か

ら
、
個
々
の
ケ
ー
ス
の
状
況
や

地
域
の
実
情
に
応
じ
考
慮
さ
れ
、

特
に
、
昨
今
の
リ
ス
ト
ラ
さ
れ

た
若
者
へ
の
対
応
の
よ
う
に
行

政
も
柔
軟
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

�

世
帯
単
位
の
原
則

世
帯
単
位
の
原
則
は
、
現
行

法
成
立
当
時
、
家
制
度
は
形
式

的
に
は
消
滅
し
た
が
、
夫
婦
親

子
の
範
囲
を
超
え
た
よ
り
大
き

な
生
活
共
同
体
が
現
存
し
て
い

た
こ
と
、
保
護
の
実
施
上
の
技

術
的
観
点
か
ら
世
帯
逓
減
利
益

を
考
慮
す
る
も
の
と
の
趣
旨
に

よ
る
。
た
だ
し
、
同
一
世
帯
で

あ
っ
て
も
、
こ
れ
に
よ
り
が
た

い
と
き
は
、
個
人
を
単
位
と
し

て
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
し

て
世
帯
分
離
を
規
定
し
て
い
る

（
生
保
１０
但
書
）
。

世
帯
単
位
の
原
則
に
対
し
て

は
、
敢
え
て
離
婚
の
法
形
式
を

と
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
（
東

地
判
昭
３８
）
等
の
弊
害
が
出
て

い
る
。
家
族
構
成
が
核
家
族
化

し
て
い
る
今
日
で
は
、
原
則
は

個
人
単
位
で
考
え
ら
れ
る
べ
き

で
あ
る
。

お
わ
り
に

大
正
生
ま
れ
の
中
川
善
之
助

教
授
ら
は
、
昭
和
２２
年
家
族
法

改
正
当
時
、
救
護
法
（
昭
４
）

や
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら
の
公
的
扶
助

改
正
の
要
請
等
を
念
頭
に
、
将

来
の
あ
る
べ
き
扶
養
規
定
を
思

い
つ
つ
も
、
明
治
生
ま
れ
の
保

守
派
の
前
に
、「
つ
な
ぎ
的
存

在
」
で
あ
る
と
し
て
、
現
行
規

定
に
妥
協
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
状
況
に
思
い
を
馳
せ
る
こ
と

が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
、
昭

和
３６
年
に
扶
養
義
務
か
ら
兄
弟

姉
妹
は
除
く
等
の
民
法
改
正
案

が
出
さ
れ
た
も
の
の
、
か
つ
て

の
道
徳
の
復
活
を
望
む
官
僚
、

政
治
家
の
壁
に
、
民
法
学
の
最

高
峰
我
妻
栄
教
授
を
し
て
成
立

の
運
び
と
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
こ
の
と
き
か
ら
５０
年

を
経
て
い
る
が
、
い
ま
だ
に
改

正
さ
れ
て
い
な
い
根
底
に
は
、

脈
々
と
し
て
流
れ
て
い
る
明
治

の
思
想
が
壁
と
な
っ
て
い
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。

扶
養
に
関
し
て
、
家
庭
裁
判

所
の
統
計
資
料
に
よ
る
と
、
調

停
、
審
判
の
受
理
件
数
は
、
昭

和
２４
年
に
比
し
て
平
成
２０
年

は
、
調
停
が
４
・
４
倍
、
審
判

が
４
・
９
倍
と
増
加
し
て
お

り
、
家
族
関
係
の
変
容
や
社
会

経
済
情
況
の
変
化
か
ら
、
扶
養

に
対
す
る
考
え
方
の
変
化
が
窺

わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
点
か
ら
も
、
兄

弟
姉
妹
は
直
系
血
族
と
同
等
の

扶
養
義
務
か
ら
外
し
、
特
別
の

事
情
が
あ
る
場
合
に
の
み
考
慮

す
べ
き
で
あ
る
。
現
行
法
で

は
、
兄
弟
姉
妹
に
扶
養
能
力
が

あ
れ
ば
生
活
保
護
は
受
け
ら
れ

な
い
。

次
に
生
活
保
持
義
務
は
、
未

成
熟
の
子
に
限
定
す
べ
き
で
あ

る
。
通
説
は
直
系
血
族
、
配
偶

者
も
対
象
と
し
て
い
る
が
、
夫

婦
間
は
、
扶
助
協
力
義
務
で

（
民
７
５
２
）
、
別
産
制
と
さ
れ

る

法

定

夫

婦

財

産

制
（
民

７
６
２
）
、
婚
姻
費
用
の
分
担

（
民
７
６
０
）
、
日
常
家
事
債
務

の
連
帯
責
任
（
民
７
６
１
）
と

う
い
う
規
定
か
ら
も
扶
養
関
係

で
は
な
い
と
思
う
。

現
在
の
夫
婦
は
対
等
に
働

き
、
お
互
い
に
憲
法
２５
条
の
文

化
的
で
最
低
限
度
の
生
活
が
保

障
さ
れ
る
権
利
が
あ
る
。
扶
養

が
必
要
と
な
っ
た
場
合
、
原
則

と
し
て
は
「
生
活
扶
助
義
務
」

で
考
え
、
状
況
に
応
じ
、
資
産

状
態
や
社
会
的
地
位
に
相
応
し

て
、
柔
軟
に
考
え
ら
れ
れ
ば
よ

い
も
の
で
あ
る
と
思
う
。

私
的
扶
養
と
公
的
扶
養
の
関

係
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
が
公

的
扶
養
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
税

金
を
負
担
す
る
か
、
私
的
扶
養

を
優
先
さ
せ
た
う
え
で
の
公
的

扶
養
か
は
国
民
の
人
生
観
の
問

題
で
あ
り
、
ま
た
、
納
税
と
受

益
を
ど
う
均
衡
さ
せ
る
か
選
択

の
問
題
で
も
あ
る
。
さ
し
あ
た

っ
て
は
、
優
先
さ
れ
る
私
的
扶

養
規
定
の
範
囲
、
内
容
に
つ
い

て
、
民
法
及
び
生
活
保
護
法
は

同
時
に
時
代
に
即
応
し
た
規
定

に
見
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。こ

こ
で
、
生
活
保
護
費
受
給

者
の
状
況
を
み
る
と
、
６０
歳
以

上
が
５０
・
２
％
を
占
め
て
い
る

（
平
１８
）
。
い
か
に
年
金
で
保
障

さ
れ
な
い
高
齢
者
が
存
在
し
て

い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
給
付
額
は
、
東
京
都

の
６５
歳
の
単
身
者
で
平
成
２１
年

度

は

年

額
９５
万
４
３
６
０
円

で
、
住
宅
が
な
い
場
合
最
高
額

で
６４
万
４
４
０
０
円
が
加
算
さ

れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
基
礎
年

金
の
同
年
度
額
は
７９
万
２
１
０

０
円
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
も
、

国
庫
負
担
に
よ
る
最
低
保
障
年

金
の
確
立
と
、
年
金
受
給
額
と

生
活
保
護
費
受
給
額
と
の
均
衡

が
図
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

介
護
保
険
制
度
導
入
後
早
く

も
１０
年
が
経
過
し
た
が
、
介
護

を
め
ぐ
る
悲
劇
は
後
を
絶
た
な

い
。
早
急
に
解
決
が
図
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

紙
面
の
都
合
上
、
注
記
を
最

小
限
に
止
め
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

親
族
扶
養
か
ら
公
的
扶
養
へ

民
法
、生
活
保
護
法
の
見
直
し
と
最
低
保
障
年
金
の
確
立
を

遠藤みち
【豊島】
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